
（平成２４年３月14日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 34 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 27 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 36 件

国民年金関係 23 件

厚生年金関係 13 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

東京国民年金 事案12972 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年４月から同年９月まで 

    私は、昭和 60 年８月頃に市役所で国民年金の加入手続を行い、送付された国

民年金保険料の納付書を父に渡し、申立期間を含む 59 年４月から 61 年３月ま

での保険料を納付してもらったと思う。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は６か月と短期間であり、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 60

年８月頃に払い出されており、当該払出時点では申立期間の保険料は過年度納付す

ることが可能であり、申立期間直後の 59 年 10 月から 60 年３月までの期間の保険

料は過年度納付され、その後の同年４月から第３号被保険者となる前の 61 年３月

までの期間の保険料も全て納付されていることがオンライン記録で確認できるほか、

申立人の保険料を納付したとする申立人の父親は自身の申立期間を含む国民年金加

入期間の保険料を全て納付しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12983 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年４月から同年 11 月までの国民年金保険料については、免除さ

れていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月から同年11月まで  

    私の実家は自営業であり、母が国民健康保険の徴収員をしていたこともあって、

国民年金に関心があった。私は、20 歳になった後、母の勧めでＡ市役所におい

て国民年金の加入手続を行い、学生で無収入だったため、国民年金保険料の免除

申請を行った。その後、平成４年４月にＢ市に引っ越したので、同市のＣ区役所

で住民票の異動手続と共に申立期間の保険料の免除申請を行った。申立期間の保

険料が免除とされていないことに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の戸籍の附票によると、申立人が平成４年４月 12 日にＡ市からＢ市Ｃ区

へ住所を異動していることが確認できる。また、国民年金の住所変更手続について

も、申立人が所持する国民年金の年金手帳の住所変更欄には、同年同月同日にＡ市

からＢ市Ｃ区への住所変更の記載があり、「Ｃ区」の印が押してある上、Ｂ市の申

立人に係る国民年金被保険者名簿によると、「異動年月日」として同年同月 20 日

と記載されていることから、申立人が申立期間の始期である同年同月に同住所変更

手続を行ったことが確認できる。これらのことを踏まえると、申立人の主張に一定

の整合性が認められる。 

また、申立人は、「母の勧めで平成３年にＡ市役所において、自分で国民年金の

加入手続と国民年金保険料の免除申請を行った。」と述べており、オンライン記録

によると、申立期間直前の３年４月から４年３月までの期間に係る免除申請日は、

３年５月 18 日と記録され、当該期間が申請免除と記録されていることが確認でき

る。さらに、申立人は、「保険料の免除申請は毎年行わなければならないことは、

申立期間当時知っていた。」と述べており、申立人に国民年金への加入及び申請免

除の手続を勧めた母親は、「私は、国民健康保険の徴収員をやっていたこともあり、



                      

  

免除について、毎年申請しなければならないことを知っていました。」と述べてい

る。これらのことから、前述の国民年金の加入手続における母親の勧めと同様に、

申立人は毎年免除申請を行った可能性も否定できない。 

加えて、申立人は、「平成２年４月から４年 11 月までは専門学校に在学してい

た。専門学校に通っていた時は、短期間のアルバイトをしていた時はあったが、在

学中に収入面での変化はなく、経済的に良かったとは言えない。」と述べており、

また、申立期間当時、申立人が通っていた専門学校は、「申立人は、２年４月から

４年11月まで在学していた。」と回答している。 

以上のことを踏まえると、申立人の申立内容に不自然さは見られず、申立人が申

立期間に係る免除申請を行っていたと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険

料を免除されていたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12984 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 53年７月から 54年３月までの国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和49年４月から同年６月まで 

             ② 昭和49年10月から55年３月まで 

             ③ 昭和61年４月から同年９月まで 

             ④ 昭和61年11月から62年３月まで 

             ⑤ 平成元年３月 

             ⑥ 平成元年９月 

             ⑦ 平成元年12月及び２年１月 

             ⑧ 平成２年３月 

             ⑨ 平成２年７月及び同年８月 

             ⑩ 平成２年10月 

             ⑪ 平成３年３月 

             ⑫ 平成４年２月 

             ⑬ 平成４年６月 

             ⑭ 平成４年11月から５年１月まで 

             ⑮ 平成５年４月 

             ⑯ 平成５年７月から同年９月まで 

             ⑰ 平成５年12月から６年３月まで 

             ⑱ 平成６年８月から同年10月まで 

                          ⑲ 平成６年12月から７年３月まで 

    私は、結婚後、いつ頃だったかは定かではないが夫婦一緒に国民年金に加入し

て以来、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付してきた。夫婦共に未納にな

っている期間も含めて申立期間の保険料は全て納付してきたはずである。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 



                      

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間②のうち、昭和 53年７月から 54年３月までの期間については、申立

人の夫に係る還付整理簿によると、当該期間に係る申立人の夫の国民年金保険料

は、「重複納付」であることを理由に、55 年 12 月 17 日を還付決定日として還

付されていることが確認できる。 

しかしながら、近接した時期において、同一人に対して同一期間に係る複数の

納付書が発行されることは考え難く、申立人は、「当該期間に係る夫の保険料に

ついて、還付請求をした覚えはない。」と述べている。 

また、申立人は、自身が夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたと主張して

おり、国民年金手帳払出一覧表等によると、申立人夫婦の手帳記号番号は連番で

払い出されている上、当該期間を除く昭和 53 年度から申立期間の終期である平

成６年度までの期間における夫婦の保険料の納付記録は、ほとんどの期間で一致

していることが確認できる。 

さらに、申立人は、昭和 55年４月から 61年３月までの期間が夫婦共に申請免

除の記録となっていることについて、「55 年より少し前に夫の経営していた会

社が連鎖倒産にあって保険料を払っていない時期があった。その頃、Ａ区の集金

人に保険料を納付できないのであれば免除申請をした方がよいと言われて免除の

手続をした。」と述べており、また、前述の 53年７月から 54年３月までの期間

の前後の期間に係る夫婦の保険料の納付記録は、共に未納となっていることが確

認できる。これらのことから、夫婦二人分の保険料を納付していたとする申立人

が、経済的に厳しい状況の中で、夫についてのみ同一期間に係る保険料を重複し

て納付したと考えるのは不自然である。 

以上のことを踏まえると、申立人が、申立期間②のうち、昭和 53 年７月から

54 年３月までの期間に係る夫婦二人分の保険料を納付したと考えるのが自然で

ある。 

  ２  一方、申立期間のうち、前述の昭和 53年７月から 54年３月までの期間を除く

その他の申立期間（以下「その他の申立期間」という。）については、当該期間

のうち、申立人が自身の保険料と一緒に納付していたとする申立人の夫の納付記

録が未納となっている期間については、申立人の納付記録も未納となっているこ

とが確認できる。その上、その他の申立期間のうち、申立人のみが未納とされて

いる期間についても、オンライン記録と年度別納付状況は一致しており、不自然

な点は見られず、前述の 53年７月から 54年３月までの期間に係る申立人の夫の

「重複納付」による還付記録と同様の還付記録も見当たらない。 

また、申立人は、その他の申立期間の保険料の納付金額、納付方法及び納付場

所の記憶が曖昧であり、申立人の当該期間当時に係る保険料の納付状況を確認す

ることができない。 

さらに、申立人のその他の申立期間の回数は 19 回にのぼり、申立期間の月数



                      

  

は全体で 109か月に及んでいるが、このような多数かつ長期間において、行政側

の記録管理に不備があったとは考え難い。 

加えて、申立人がその他の申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無い。 

このほか、申立人がその他の申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情は見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和

53 年７月から 54 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12996 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 58年４月から 60年３月までの国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和58年４月から60年３月まで 

             ② 平成14年７月から15年３月まで              

私の義母は、婚姻後しばらくしてから私の国民年金の加入手続を行い、加入直

後に申立期間①の国民年金保険料はまとめて納付してくれ、申立期間②の保険料

は私たち夫婦の保険料を一緒に納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、義母が申立人の国民年金の加入手続を行い、

その直後に当該期間の国民年金保険料をまとめて納付してくれたと説明しており、

申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和60年４月頃に払い出され、この払出時点で

は当該期間の保険料は現年度納付及び過年度納付することが可能であったほか、当

該期間直後の同年４月から61年４月に第３号被保険者になるまでの保険料は納付済

みであり、申立人の保険料を納付してくれたとする申立人の義母及び義父の当該期

間の保険料は納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人の義母が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、義母が、申立人及

びその夫の当該期間の保険料として納付したとする金額は当該期間の二人分の保険

料額と大きく相違するほか、義母が、申立人の保険料と一緒に納付していたとする

申立人の夫の当該期間の保険料は未納であるなど、申立人の義母が当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和58

年４月から60年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12997 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年４月から同年６月まで 

    私は、市役所で国民年金の再加入手続を行い国民年金保険料を納付していた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は申立期間後の国民年金保険料を全て

納付している。 

また、申立人は、国民年金の再加入手続の際に市職員から２年間の保険料を３か

月ずつ納付するように説明を受け、納入通知書と別に納付書が何枚か送られてきて、

納付書に記載された納付期限内に保険料を納付していたと具体的に説明しているほ

か、申立人の所持する「国民年金保険料納付のお知らせ」には、過年度納付が可能

な昭和 61 年４月から 63 年３月までの 24 か月分についての保険料額及び納付期限

が記載されており、申立期間の保険料を過年度納付することができる同年７月まで

の間に申立人に案内されたものと推認できるほか、申立期間直後の 61 年７月から

63 年３月までの 21 か月分の保険料は過年度納付されていることがオンライン記録

で確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12998 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53年１月から 54年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年１月から54年３月まで 

 私の妻は、結婚後、私たち夫婦の国民年金保険料を一緒に納付書で納付してい

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 15 か月で、申立人は申立期間を除き国民年金保険料を全て納付して

おり、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間前の昭和 40 年８月に払い出さ

れ、申立期間の保険料は現年度納付することが可能であったほか、申立人の妻が夫

婦二人分の保険料を納付していたとする納付方法は、当時、申立人が居住していた

区の保険料の収納方法と合致するなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12999 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53年１月から 54年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年１月から54年３月まで 

 私は、結婚後、私たち夫婦の国民年金保険料を一緒に納付書で納付していた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 15 か月で、申立人は申立期間を除き国民年金保険料を全て納付して

おり、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間前の昭和 38 年３月に払い出さ

れ、申立期間の保険料は現年度納付することが可能であったほか、申立人が夫婦二

人分の保険料を納付していたとする納付方法は、当時、申立人が居住していた区の

保険料の収納方法と合致するなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 



東京厚生年金 事案22946 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記録を昭和 33 年８

月26日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年８月26日から同年９月５日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に異動はあったが同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人から提出されたＡ社の「辞令」及び複数の同僚の供述か

ら判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 33年８月 26日にＡ社Ｂ所から

同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和 33 年９

月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は既に厚

生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の役員等にも確認できず、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 

   



東京厚生年金 事案22950 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を、それ

ぞれ150万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年６月27日 

② 平成19年６月19日 

Ａ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標

準賞与額の記録が無い。Ｂ社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、保険

料は時効により納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付

されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された申立人に係る支給控除項目一覧表及び個人別賃金台帳により、申

立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間①の賞与支払年月日については、Ｂ社は平成 15年６月 23日に賞与を

支給したとして、23 年 10 月 11 日付けで年金事務所に事後訂正の届出を行っているが、

同社が加入するＣ健康保険組合において当該期間に係る賞与支払年月日は 15 年６月 27

日とされていることから、同日に訂正することが相当である。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記支給控除項目一覧表及び個人別賃金台

帳において確認できる保険料控除額から、それぞれ150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届



出誤りにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 

 



東京厚生年金 事案22951                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 150万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年６月19日 

Ａ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標

準賞与額の記録が無い。Ｂ社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、保険

料は時効により納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付

されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された申立人に係る個人別賃金台帳により、申立人は、申立期間にＡ社

から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記個人別賃金台帳において確認できる保

険料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出誤りにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 

 



東京厚生年金 事案22952 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成４年 12 月 31 日から５年１月 22 日までの期間について、申立

人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、平成５年１月 22 日であると

認められることから、申立人の同社における資格喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に

届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額を53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年８月１日から５年１月22日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、平成４年 12 月 31 日から５年１月 22 日までの期間に

おいて厚生年金保険の加入記録が無く、また、申立期間の標準報酬月額が実際の報酬

と比べ低いので、それぞれ正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録によると、申立人は、Ａ社に昭和 60 年 10 月 21 日から平成５年

１月21日まで勤務していたことが確認できる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成

５年１月 22日（当初は、平成５年１月１日）より後の同年１月 28日付けで、申立人の

申立期間に係る標準報酬月額は、当初、53 万円と記録されていたところ、11 万円に遡

及減額訂正された上、被保険者資格喪失日を４年12月 31日に遡及処理されたことが確

認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人と同様、平成５年１月 28 日付けで標準報酬

月額が遡及減額訂正された上、資格喪失日を４年12月 31日に遡及処理された従業員を

複数確認することができる。 

なお、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、上記処理日である平成５年１月 28 日に

おいて、同社は法人事業所であることが確認できることから、厚生年金保険法の適用事

業所の要件を満たしていたものと認められる。 

ところで、上記商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間並びに上記標準報酬月

額の遡及訂正処理及び資格喪失日の遡及処理時においてＡ社の取締役であることが確認



できる。しかし、複数の従業員は、「申立人は専務であったが営業や企画を担当してお

り、社会保険事務は担当していなかった。社会保険事務の権限を有していた者は社長で

あった。」旨供述していることから、申立人は、上記標準報酬月額の遡及減額訂正処理

及び資格喪失日の遡及処理に関与していないと判断される。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった後に、申立人の標準報酬月額及び資格喪失日を遡って処理する合理

的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の同社に

おける資格喪失日を雇用保険の加入記録により確認できる離職日の翌日である平成５年

１月 22 日に訂正し、申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初

届け出た53万円に訂正することが必要である。 

 



東京厚生年金 事案22953 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①のうち、昭和 38年３月 30日から同年４月１日までの期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社における資格取得日にかかる記録を同年３月 30 日に訂正し、当該期間の

標準報酬月額を１万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間①のうち、昭和 38年４月１日から同年 10月１日までの期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、申立人の当該期間の標準報酬月額を２万

円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについ

ては、明らかでないと認められる。 

申立人は、申立期間②のうち、昭和 46年４月 21日から同年５月１日までの期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＢ社における資格取得日に係る記録を 46年４月 21日に訂正し、当該期間の標

準報酬月額を７万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②のうち、昭和 46 年５月１日から 47 年３月 21 日までの

期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、申立人の当該期間の標準報酬月額を、

46 年５月から同年９月までは７万 6,000 円、同年 10 月から 47 年２月までは８万円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについ

ては、明らかでないと認められる。 

申立人は、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＣ社における資格取得日に係る記録を昭和 58 年

８月31日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を34万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 



氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和38年３月30日から同年10月１日まで 

           ② 昭和46年４月21日から47年３月21日まで 

           ③ 昭和58年８月31日から同年９月１日まで 

Ａ社、Ｂ社及びＣ社に勤務していた期間のうち、それぞれ入社月の厚生年金保険

の加入記録が無く、また、Ａ社及びＢ社における加入期間のうち、Ａ社については

昭和 38 年４月から同年９月までの期間、Ｂ社については 46 年５月から 47 年２月ま

での期間の標準報酬月額が、報酬月額に見合う標準報酬月額と相違していることが

分かった。給与明細書を提出するので、調査の上、それぞれ正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、昭和 38年３月 30日から同年４月１日までの期間について、申

立人から提出された同年４月分から同年 10 月分までの給与明細書により、申立人は

同年３月 30 日からＡ社に勤務し、同年３月の厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、昭和 38 年３月の標準報酬月額については、給与明細書において確認できる

保険料控除額から、１万8,000円とすることが妥当である。 

さらに、申立人は申立期間①のうち、昭和 38 年４月から同年９月までの期間に係

る標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、認定すべき

額がオンライン記録の標準報酬月額を上回る場合に記録の訂正を行う必要がある。 

したがって、当該期間の標準報酬月額は、申立人から提出された給与明細書におい

て確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額（２万円）が、オンライン記録の標

準報酬月額（１万8,000円）を上回ることから、２万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、Ａ社は既に厚

生年金保険の適用事業所ではなくなっており、事業主も死亡しているため、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申

立てどおりの被保険者資格の取得日及び給与明細書で確認できる厚生年金保険料控除



額に見合う報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、行ったとは認めら

れない。 

２ 申立期間②のうち、昭和 46年４月 21日から同年５月１日までの期間について、申

立人から提出された同年５月分から 47 年３月分までの給与明細書により、申立人は

46 年４月 21 日からＢ社に勤務し、同年４月の厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、昭和 46 年４月の標準報酬月額については、給与明細書において確認できる

保険料控除額から、７万6,000円とすることが妥当である。 

さらに、申立人は、申立期間②のうち、昭和46年５月から47年２月までの期間に

に係る標準報酬月額の相違について申し立てているところ、46 年５月から同年 11 月

まで並びに 47 年１月及び同年２月の標準報酬月額は、申立人から提出された給与明

細書において確認できる保険料控除額及び報酬月額に見合う標準報酬月額（46 年５

月から同年９月までは７万 6,000 円、同年 10 月、同年 11 月、47 年１月及び同年２

月は８万円）が、オンライン記録の標準報酬月額（46 年５月から同年９月までは４

万 5,000 円、同年 10 月、同年 11 月、47 年１月及び同年２月までは４万 8,000 円）

を上回ることから、46 年５月から同年９月までは７万 6,000 円、同年 10 月同年 11

月、47年１月及び同年２月は８万円とすることが妥当である。 

一方、昭和46年12月の標準報酬月額について、申立人は保険料控除額を確認でき

る資料を保有していないものの、申立人から提出された当該期間の前後の期間におけ

る給与明細書で確認できる保険料控除額及び報酬月額により、当該期間も標準報酬月

額８万円に基づく厚生年金保険料が控除されていたと認められることから、８万円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業主は不明

としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申

立てどおりの被保険者資格の取得日及び給与明細書で確認できる厚生年金保険料控除

額に見合う報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、行ったとは認められない。 

３ 申立人から提出された給与明細書及び辞令から、申立人がＣ社に勤務し、申立期間

③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、給与明細書において確認できる保険

料控除額から、34万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｃ社は既に

厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、当時の事業主とは連絡が取れないも

のの、同社における申立人の厚生年金保険の資格取得日と雇用保険の資格取得日が昭

和 58 年９月１日と一致しており、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤っ



て同じ資格取得日を記録したとは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録

どおりの資格取得日を届け、その結果、社会保険事務所は、申立人の申立期間③に係

る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、これを履行していないと認

められる。 



東京厚生年金 事案22954 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間においてＡ社Ｂ工場に勤務し、Ｃ組合（現在は、Ｄ組合）の組合

員であったことが認められることから、申立人のＣ組合員としての資格取得日に係る記

録を昭和 55 年４月１日、資格喪失日に係る記録を同年６月１日に訂正することが必要

である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、13 万 7,882 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年４月１日から同年６月１日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社Ｂ工場に勤務

していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同事業所に

は、申立期間も勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ｅ社が保管する申立人の人事履歴から、申立人が申立期間当時、Ａ社Ｂ工場に準職員

として勤務していたことが確認できる。 

また、準職員は、昭和 40年 11月以降、Ｃ組合員とする取扱いであったことから、申

立期間当時においても、申立人はＣ組合の組合員であったことが認められる。 

さらに、申立人の同僚二人に照会したところ、申立人とはＡ社の教育研修機関であっ

たＦ学園からの同期生であり、昭和 55 年４月に一緒に入社し、申立期間中は同じ寮か

ら毎日職場へ通っていた旨の回答があった。 

加えて、Ｃ組合員であった期間は、平成９年４月１日から厚生年金保険法等の一部を

改正する法律（平成８年法律第 82 号）附則第５条の規定により厚生年金保険の被保険

者であった期間とみなされることから、申立人のＣ組合員としての記録を追加し、資格

取得日に係る記録を昭和 55 年４月１日、資格喪失日に係る記録を同年６月１日に訂正

することが必要である。 

なお、共済年金制度では、昭和 61 年３月以前の標準報酬月額は、国家公務員等共済



組合法等の一部を改正する法律（昭和 60 年法律第 105 号）附則第９条の規定により計

算することとされており、申立人は、同法の適用対象となる期間として、申立期間以外

に 57年６月１日から 61年４月１日までの共済組合員期間（標準報酬月額：13万 8,317

円）を有している。このことから、申立期間における申立人の俸給及び上記共済組合員

期間に係る標準報酬月額を基に同条に規定された計算方法により、標準報酬月額を計算

すると、申立期間（２か月）の標準報酬月額は 12 万 7,881 円となり、この標準報酬月

額と上記 46 か月の標準報酬月額とを案分すると、申立期間及び 57 年６月１日から 61

年４月１日までの共済組合員期間の標準報酬月額については、13 万 7,882 円とするこ

とが妥当である。 



東京厚生年金 事案22955 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格喪失日に係る記録を昭和 53 年２

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を18万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年１月31日から同年２月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に同社Ｂ営業所から同社Ｃ営業所への異動はあったが継続して勤務していたので、厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された人事記録から判断すると、申立人は、同

社に継続して勤務し（昭和 53 年２月１日に同社Ｂ営業所から同社Ｃ営業所へ異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ営業所における昭和 52

年12月の社会保険事務所（当時）の記録から、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は申立

人の資格喪失日を誤って昭和 53年１月 31日として届け出たことを認めており、社会保

険事務所は、申立人に係る同年１月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場

合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案22958 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 20年 11月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を200円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年11月１日から同年12月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

昭和５年頃に入社し、41 年に退職するまで継続して勤務していたので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間にＡ社において厚生年金保険の加入記録が確認できる複数の従業員の供述に

より、申立人は、申立期間において同社に勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社は、上記の勤務実態から、申立人は申立期間に厚生年金保険に加入し、給

与から厚生年金保険料を控除していたと思われるとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 20年 12月の

社会保険事務所（当時）の記録から、200円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保

険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ



いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



東京厚生年金 事案22959 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、Ａ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を平成元年

３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を47万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男     

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年２月28日から同年３月１日まで 

Ｂ社から関連会社のＡ社に出向していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加

入記録が無い。申立期間はＡ社に勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出のあった人事記録により、申立人は、申立てに

係るグループ会社に継続して勤務し（平成元年３月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成元年１月の社

会保険事務所（当時）の記録から、47万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、納

付していないと思われるとしており、また、事業主が資格喪失日を平成元年３月１日と

届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年２月 28 日と誤って記録するこ

とは考え難いことから、事業主が同日を申立人に係る資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年２月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案22960 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記録

を昭和 51 年 10 月１日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額を、同年 10 月は５万

2,000円、同年11月から52年３月までは８万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②のうち、昭和 60年 12月 21日から 61年１月 20日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立人のＣ社（現在は、Ｄ社）における資格取得日に係る記録を 60年 12月

21日、資格喪失日に係る記録を 61年１月 20日とし、当該期間の標準報酬月額を 20万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

さらに、申立人は、申立期間③のうち、平成２年４月 16日から同年５月 15日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、申立人のＥ社における資格取得日に係る記録を同年４月 16 日、資格喪失日に

係る記録を同年５月 15日とし、当該期間の標準報酬月額を 24万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和51年10月１日から52年４月16日まで 

             ② 昭和60年12月 16日から61年２月15日まで 

             ③ 平成２年４月16日から同年６月20日まで 

Ａ社に勤務した期間のうちの申立期間①、Ｃ社に勤務した申立期間②及びＥ社に勤

務した申立期間③の厚生年金保険の加入記録が無い。給与明細書を提出するので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

 



第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｂ社は、申立人が保有する給与明細書は、Ａ社において申立

期間①当時に使用していたものであり、申立人を申立期間①において雇用していたと

していることから、申立人は、申立期間①において同社に勤務していたことが推認で

きる。 

また、上記の給与明細書により、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を給

与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに

見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①の標準報酬月額については、上記の給与明細書において確

認できる保険料控除額又は報酬月額から、昭和 51 年 10 月は５万 2,000 円、同年 11

月から52年３月までは８万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は、申立人の資格取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に誤って提出し、

申立期間①に係る保険料についても納付していないことを認めていることから、社会

保険事務所は申立人の申立期間①に係る保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②について、Ｄ社は、申立人が保有する給与明細書は、Ｃ社において申立

期間②当時に使用していたものであり、申立人を申立期間②において雇用していたと

していることから、申立人は、申立期間②において同社に勤務していたことが推認で

きる。 

また、上記の給与明細書により、申立人は、申立期間②のうち、昭和 60 年 12 月

21 日から 61 年１月 20 日までの期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されてい

たことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の給与明細書において確認できる

保険料控除額及び報酬月額から、20万円とすることが妥当である。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

保険料を納付したとしているものの、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿の整理番号に

欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたとは考

えられない上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場

合には、その後、被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いず

れの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録していないとは、通常の事務処

理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は

行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行してい



ないと認められる。 

一方、申立期間②のうち、昭和 60年 12月 16日から同年 12月 21日までの期間及

び 61 年１月 20 日から同年２月 15 日までの期間については、上記のとおり、申立人

が当該期間もＣ社に継続して勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、上記の給与明細書により、申立人は、当該期間において、事業主に

より給与から厚生年金保険料を控除されていないことが確認できる。 

これらの事実、これまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間③について、Ｅ社は、申立人が保有する給与明細書は、同社において申立

期間③当時に使用していたものであり、申立人を申立期間③において雇用していたと

していることから、申立人は、申立期間③において同社に勤務していたことが推認で

きる。 

また、申立人が保有するＥ社に係る給与明細書により、申立人は、申立期間③のう

ち、平成２年４月 16日から同年５月 15日までの期間に係る厚生年金保険料を給与か

ら控除されていたことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の給与明細書において確認できる

保険料控除額及び報酬月額から、24万円とすることが妥当である。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

保険料を納付したか否かについては不明としているものの、Ｅ社に係るオンライン記

録の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が

失われたとは考えられない上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届

が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこと

となるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録していないとは、

通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪

に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る平成２年

４月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間③のうち、平成２年５月15日から同年６月20日までの期間につい

て、上記のとおり、申立人が当該期間もＥ社に継続して勤務していたことは推認でき

る。 

しかしながら、上記の給与明細書により、申立人は、当該期間において、事業主に

より給与から厚生年金保険料を控除されていないことが確認できる。 

これらの事実、これまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案22963 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標準報酬月額の記録を、

平成６年 10月は 53万円、同年 11月から 10年７月までは 59万円に訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

                     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年10月１日から10年８月１日まで 

    ねんきん定期便によると、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の

標準報酬月額が 11 万 8,000 円とされており、実際に受け取っていた給与額に見合う

標準報酬月額になっていない。申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、オンライン記録によると、当初、

平成６年10月は53万円、同年11月から10年３月までは59万円と記録されていたところ、

同年４月23日付けで、６年10月に遡って11万8,000円に減額訂正されている。そして、

10年４月以降の標準報酬月額は、同年９月に、同年８月からの標準報酬月額を59万円と

する変更が行われるまでは、当該減額訂正により11万8,000円とされている。また、申

立期間当時、同社に勤務していた申立人以外の役員３名及び従業員21名についても、申

立人と同様に、同年４月23日付けで標準報酬月額の減額訂正が行われている。 

一方、Ａ社に係る滞納処分票によると、上記減額訂正が行われた当時、同社は、社会

保険料を滞納しており、社会保険事務所の担当者から再三納付について指導を受けてい

たことが確認でき、社会保険料の支払に苦慮していたことがうかがえる。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人は、申立期間において同社の取締役で

あったことが確認できる。 

しかし、雇用保険の記録によると、申立人は、申立期間において、雇用保険の被保険者

となっており、従業員としての身分でＡ社に勤務していたことがうかがえる上、同社の元



役員が、「申立人は、編集担当の取締役で、当該減額訂正処理について知らされていな

かったと思う。知っていたのは、オーナー及び代表取締役であり、多分、総務部長も知

っていたかもしれない。」と供述していることから、申立人が当該標準報酬月額の減額

訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該減額訂正処理を行う合

理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れない。このため、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所

に当初届け出た、平成６年10月は53万円、同年11月から10年７月までは59万円に訂正す

ることが必要である。 

 



東京厚生年金 事案22964 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 51 年３

月11日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を15万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：        

生 年 月 日 ： 昭和21年生    

住    所 ：     

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年３月 11日から同年４月１日まで 

昭和 42 年８月１日にＡ社に入社し、46 年４月１日から同社Ｂ支所に勤務していた

が、51 年３月の人事異動で同社Ｃ営業所に勤務することとなった。しかし、同社に

勤務していた期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に異動はあったが、継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びにＡ社から旅行部門の業務を承継したＤ社から提出された申

立人の「社員経歴台帳」及び「給与台帳兼所得税源泉徴収簿」から判断すると、申立人

は、昭和 42 年からＡ社に継続して勤務し（昭和 51 年３月 11 日に同社Ｂ支所から同社

Ｃ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

なお、Ｄ社は、「当社が保有するＡ社の申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者

資格取得確認および標準報酬決定通知書に記載された申立人の資格取得日について、本

来、昭和 51年３月 11日と届出すべきところを、同年４月１日と誤って記入したと思わ

れる。」としている。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、給与台帳兼所得税源泉徴収簿におい

て確認できる保険料控除額及び報酬月額から、15万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事

業主は、上記のとおり、申立人の資格取得日を誤って昭和 51 年４月１日として届け出



たことを認めており、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案22968 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成５年３月１日から６年 10 月１日までの期間について、事業主

が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額

であったと認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、５年３月から

同年９月までは 28 万円、同年 10 月から６年９月までは 30 万円に訂正することが必要

である。 

また、申立期間のうち、平成６年 10 月１日から８年９月１日までの期間について、

申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 30

万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年３月１日から８年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、保険料控

除額に見合う標準報酬月額と相違している。正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成５年３月から６年９月までの期間について、オンライン記録

によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、５年３月か

ら同年９月までは 28万円、同年 10月は 30万円と記録されていたところ、同年 11月

４日付けで同年 10 月の定時決定が取り消され、同年３月に遡及して８万円に減額訂

正されていることが確認できる。 

また、申立期間当時に在籍していた申立人を除く従業員 34 名の標準報酬月額につ

いても、申立人と同様に平成５年 11月４日付けで同年 10月の定時決定が取り消され、

同年３月に遡及して８万円に減額訂正されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社における申立期間当時の事業主は、「経営は専務に任せていた。申立

期間当時、会社の経営が厳しく、保険料の滞納もあったので、社会保険を脱退するよ



うに専務に言ったが、専務から社会保険事務所の職員に、最低の標準報酬月額で加入

を継続し、事業が復活したら正常に戻せばいいと勧められたと説明され、また、専務

から社会保険を脱退すると、社員が退職したり、社員の採用に困ることになったりす

るので、社会保険事務所の指示どおりにしたいと言われ、黙認した。」旨回答してい

る。 

これらを総合的に判断すると、平成５年 11 月４日付けで行われた遡及訂正処理は

事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡及訂正処理に合理的

な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。 

このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の平成５年３月か

ら６年９月までの標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、５年３

月から同年９月までは 28 万円、同年 10 月から６年９月までは 30 万円に訂正するこ

とが必要である。 

２ 申立期間のうち、平成６年 10 月から８年８月までの期間について、オンライン記

録によると、６年 10月の定時決定による標準報酬月額は８万 6,000円（同年 11月か

らは法改正により９万 2,000 円）、７年 10 月の定時決定による標準報酬月額は９万

2,000 円と記録されており、いずれも適切な時期に記録されており、社会保険事務所

の処理が不合理であったとは言えないところ、６年 10月及び７年 10月の定時決定時

における全ての従業員が、ほぼ下限額の標準報酬月額となっており、このことは、上

記事業主の回答と符合している。 

また、申立人は、当該期間に係る給与支給額及び保険料控除額を確認できる資料を

保有していないが、申立人と同様に標準報酬月額の遡及訂正処理が行われた元従業員

が保有する当該期間に係る給料明細書から確認できる厚生年金保険料控除額及び報酬

月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額よりも高いことが確認

できる。 

さらに、オンライン記録により、上記元従業員の減額訂正前の標準報酬月額は 36

万円、平成９年９月からの標準報酬月額は 38 万円と確認できるところ、上記給料明

細書で確認できる報酬月額及び保険料控除額は、ほとんどの月が 36万円又は 38万円

の標準報酬月額に見合うものとなっていることから、申立人についても、当該期間に

少なくとも申立期間前後の標準報酬月額である 30 万円の給与が支給され、同額に見

合う厚生年金保険料が控除されていたことが推認できる。 

  これらを総合的に判断すると、申立人は、平成６年 10 月から８年８月までの期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 30

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は申

立期間当時の資料が無く不明としているが、同僚の給料明細書において確認できる報

酬月額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致

していないことから、事業主は、報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け



出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



東京厚生年金 事案22969 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 19年 10月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した旨

の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められ、かつ、申立人のＡ社（現在

は、Ｂ社）における資格喪失日は、23 年５月 31 日であると認められることから、申立

人の同社における資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 19 年 10 月から 21 年３月までは

100円、同年４月から23年４月までは300円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和19年10月１日から23年６月１日まで 

生前、亡くなった夫から、Ａ社に勤務していたと聞いていたのに、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無いのはおかしい。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 19年 10月１日から 23年５月 31日までの期間について、申

立人のＡ社における厚生年金保険被保険者記録について、同社に係る事業所別被保険

者名簿によると、資格取得日は 19 年 10 月１日とされ、同年 10 月の標準報酬月額が

記載されているものの、資格喪失日が記載されておらず、当該記録は、申立人の基礎

年金番号に統合されていないことが確認できる。 

また、上記被保険者名簿の備考欄に「應召」と記載されている従業員が、申立人を

含め 40名確認できるが、そのうち 26名の従業員は、資格喪失日が記載されていない

上、資格喪失日が記載されている従業員１名は厚生年金保険被保険者台帳に資格喪失

日が記載されていない。 

さらに、上記被保険者名簿の資格喪失日とオンライン記録の資格喪失日が相違する

従業員が１名確認できることからＡ社について、社会保険事務所における年金記録の

管理は適切に行われていなかったものと認められる。 



一方、申立人から提出のあった履歴書及び引揚証明書の記録（昭和18年１月10日

入隊、23 年９月 19 日復員）は、Ｃ県Ｄ部Ｅ局Ｆ課から提出のあった軍歴履歴書と一

致しており、申立期間は、全て兵役のため休職していたことが確認できる。 

また、Ａ社は、昭和18年１月10日から徴兵されていた申立人を同社の厚生年金保

険の新規適用時（昭和 19 年６月１日）に資格取得させており、申立期間は全て兵役

中であったことから、申立人の身分及び職務等に変更があったとは考え難く、同社が

適用事業所でなくなった日（昭和 23年５月 31日）より前に同社における被保険者資

格を喪失させる特段の事情は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人がＡ社において昭和19年10月１

日に被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められ、か

つ、申立人の同社における資格喪失日は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくな

った日である23年５月31日であることが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿で確認できる標準報

酬等級の記録から、昭和19年10月から21年３月までは 100円、同年４月から 23年

４月までは300円とすることが妥当である。 

２ 申立期間のうち、昭和 23年５月 31日から同年６月１日までの期間について、Ａ社

は同社に係る被保険者証番号決定簿に「昭和 23年５月 31日全喪 Ｇへ」と記載され

ているところ、同社Ｇ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同工

場は同年 10 月１日に適用事業所となったことが確認できることから、当該期間は適

用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ社Ｇ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の氏

名を確認することができない。 

さらに、Ａ社の承継会社であるＢ社の事業主は、「当該期間当時の資料が残ってい

ないため、申立人の勤務及び保険料控除について不明である。」旨回答していること

から、申立人の勤務状況及び保険料控除について確認することができない。 

加えて、Ａ社の従業員 10 名に照会したところ、当該期間における社会保険の取扱

いを記憶している者はおらず、事務担当者と思われる従業員からも回答を得ることが

できないため、申立人の勤務状況及び保険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案22972 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記録を

平成 15年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 50万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成15年４月１日から同年５月１日まで 

    平成 15 年４月１日にＡ社に移籍したが、当該事業所の厚生年金保険の新規適用手

続が遅れたため、資格取得日が同年５月１日となってしまい、申立期間の厚生年金保

険の加入記録が無い。申立期間も保険料を控除されていたので、被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、Ｂ社から提出された「社員別支給控除項目一覧表」及び雇用契約書

から、申立人は申立期間についてＡ社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社は平成 15 年５月１日に厚生年金保険の適用事

業所となっており、申立期間は適用事業所となっていない。 

しかしながら、商業登記簿謄本では、Ａ社は、平成２年６月 29 日に法人事業所とし

て登記が行われている上、雇用契約書により申立人が 15 年４月１日から在籍していた

ことが確認できることから、申立期間について、厚生年金保険法で定める適用事業所の

要件を満たしていたものと判断される。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合



う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記社員別支給控除項目一覧表に

おいて確認できる報酬月額から、50万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立期間にお

いて、Ａ社は適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所（当時）に適用の

届出を行っていなかったと認められることから、事業主は、申立人の申立期間に係る保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案22973 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店（現在は、Ａ社Ｃ本部）における資格喪失日

に係る記録を昭和 26 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年６月１日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社本社

から提出された証明書には、昭和 15年３月 25日から 43年９月 30日まで同社に在籍

していたことが記載されており、申立期間を含んで継続勤務しているので、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ社本社から提出された証明書及び経歴書から判断すると、申立人は、

同社に継続して勤務し（昭和 26 年７月１日にＡ社Ｂ支店から同社Ｄ支店に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和 26 年５月の

健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不明として

おり、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざ

るを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立てどおり

の被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案22974 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果、それぞれ150万円とされて

いるところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算

の基礎となる標準賞与額は、それぞれ訂正前の111万7,000円とされている。しかし、申立人

は、申立期間について、その主張する標準賞与額（150 万円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の標準賞与額に係

る記録を、それぞれ150万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準賞与

額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： ① 平成19年６月８日 

             ② 平成20年６月10日 

Ａ社における被保険者期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険

料控除額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、年金事務所に対し、事後訂正

の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、訂正後の記録は年金の給付に反

映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳兼源泉徴収簿により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳兼源泉徴収簿において

確認できる保険料控除額から、それぞれ150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、

当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付であったことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。



東京厚生年金 事案22975 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 150万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 25 万 5,000 円とされている。しかし、申立人は、

申立期間について、その主張する標準賞与額（150 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年６月９日 

Ａ社における被保険者期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険

料控除額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、年金事務所に対し、事後訂正

の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、訂正後の記録は年金の給付に反

映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳兼源泉徴収簿により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳兼源泉徴収簿において

確認できる保険料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、

当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付であったことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。



東京厚生年金 事案22976 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 150万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 130万 9,000円とされている。しかし、申立人は、

申立期間について、その主張する標準賞与額（150 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年６月９日 

Ａ社における被保険者期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険

料控除額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、年金事務所に対し、事後訂正

の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、訂正後の記録は年金の給付に反

映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳兼源泉徴収簿により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳兼源泉徴収簿において

確認できる保険料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、

当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付であったことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。



東京厚生年金 事案22977 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 150万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 10 万 2,000 円とされている。しかし、申立人は、

申立期間について、その主張する標準賞与額（150 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年６月９日 

Ａ社における被保険者期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険

料控除額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、年金事務所に対し、事後訂正

の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、訂正後の記録は年金の給付に反

映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳兼源泉徴収簿により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳兼源泉徴収簿において

確認できる保険料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、

当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付であったことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。



東京厚生年金 事案22978 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 150万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 25 万 5,000 円とされている。しかし、申立人は、

申立期間について、その主張する標準賞与額（150 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年６月９日 

Ａ社における被保険者期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険

料控除額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、年金事務所に対し、事後訂正

の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、訂正後の記録は年金の給付に反

映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳兼源泉徴収簿により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳兼源泉徴収簿において

確認できる保険料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、

当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付であったことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。



東京厚生年金 事案22979 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 150万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 77 万 4,000 円とされている。しかし、申立人は、

申立期間について、その主張する標準賞与額（150 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成19年６月８日 

Ａ社における被保険者期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険

料控除額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、年金事務所に対し、事後訂正

の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、訂正後の記録は年金の給付に反

映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳兼源泉徴収簿により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳兼源泉徴収簿において

確認できる保険料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、

当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付であったことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。



東京厚生年金 事案22980 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 150万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 25 万 5,000 円とされている。しかし、申立人は、

申立期間について、その主張する標準賞与額（150 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成18年６月９日 

Ａ社における被保険者期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険

料控除額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、年金事務所に対し、事後訂正

の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、訂正後の記録は年金の給付に反

映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳兼源泉徴収簿により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳兼源泉徴収簿において

確認できる保険料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、

当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付であったことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。



東京厚生年金 事案22981 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 150万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 25 万 5,000 円とされている。しかし、申立人は、

申立期間について、その主張する標準賞与額（150 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨      

申 立 期 間 ： 平成18年６月９日 

Ａ社における被保険者期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険

料控除額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、年金事務所に対し、事後訂正

の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、訂正後の記録は年金の給付に反

映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳兼源泉徴収簿により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳兼源泉徴収簿において

確認できる保険料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、

当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付であったことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。



東京厚生年金 事案22982 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 150万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 25 万 5,000 円とされている。しかし、申立人は、

申立期間について、その主張する標準賞与額（150 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年６月９日 

Ａ社における被保険者期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険

料控除額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、年金事務所に対し、事後訂正

の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、訂正後の記録は年金の給付に反

映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳兼源泉徴収簿により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳兼源泉徴収簿において

確認できる保険料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、

当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付であったことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。



東京厚生年金 事案22983 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 150万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 25 万 5,000 円とされている。しかし、申立人は、

申立期間について、その主張する標準賞与額（150 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年６月９日 

Ａ社における被保険者期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険

料控除額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、年金事務所に対し、事後訂正

の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、訂正後の記録は年金の給付に反

映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳兼源泉徴収簿により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳兼源泉徴収簿において

確認できる保険料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、

当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付であったことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。



 

東京厚生年金 事案22984 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録は、事後訂正の結果 150万円とされている

ところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 25 万 5,000 円とされている。しかし、申立人は、

申立期間について、その主張する標準賞与額（150 万円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立期間の

標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年６月９日 

Ａ社における被保険者期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額が、保険

料控除額に見合う標準賞与額と相違していた。同社は、年金事務所に対し、事後訂正

の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、訂正後の記録は年金の給付に反

映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳兼源泉徴収簿により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳兼源泉徴収簿において

確認できる保険料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、また、

当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料については、過少な納付であったことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案12973 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48年４月から 49年５月までの期間及び 51年 10月から 52年９月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和48年４月から49年５月まで 

             ② 昭和51年10月から52年９月まで 

    私の母は、昭和 48 年４月頃に私の国民年金の加入手続を行い、申立期間①の

国民年金保険料を納付してくれていた。また、母は、51年 10月頃に私の厚生年

金保険から国民年金への切替手続を行い、申立期間②の保険料を納付してくれ

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の

保険料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い申立期間の保

険料を納付していたとする母親は、申立人の保険料の納付時期、納付場所、納付期

間、納付額及び納付頻度に関する記憶が曖昧である。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の平成２年９月頃に払い出

されており、当該払出時点では申立期間は時効により保険料を納付することができ

ない期間であるほか、申立人は、現在所持する上記手帳記号番号が記載された年金

手帳以外の年金手帳を所持していた記憶は無いと説明しており、申立期間当時に申

立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらな

いなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12974 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年３月及び５年７月の国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成３年３月 

② 平成５年７月 

    私の妻は、私の国民年金の任意加入手続と、妻の第３号被保険者から第１号被

保険者への切替手続を行い、申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を納付し

たはずである。妻の申立期間の保険料が納付済みとなっているのに、私の申立

期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の任意加入手続及び保険料の納付に直

接関与しておらず、申立人によれば、申立人の任意加入手続及び保険料の納付をし

たとする妻は、任意加入手続及び保険料の納付に関する記憶が曖昧であること、申

立人に対して国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、申立人は現在所

持する厚生年金保険の記号番号のみが記載された年金手帳のほかに年金手帳を所持

したことはないと説明しており、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらないこと、申立人の 60 歳到達の前月まで

の厚生年金保険被保険者期間は老齢基礎年金の受給額が満額となる期間を満たして

いるため、国民年金に任意加入して保険料を納付する必要性が無いことなど、申立

人の妻が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12975 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年１月から同年３月までの付加保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年１月から同年３月まで 

    私は、申立期間の付加保険料を含む国民年金保険料を口座振替で納付したはず

である。申立期間の付加保険料が未納とされていることに納得できない。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の付加保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、付加保険料は、制度上、過年度納付することができないが、申立

期間の定額保険料は過年度納付となる昭和 60 年７月３日に収納されていることが

オンライン記録で確認でき、申立人の預金口座の入出金記録でも定額保険料と同額

の金額のみが同年同月同日に出金されている。 

また、申立人が申立期間当時に居住していた区は、申立期間当時の国民年金保険

料の口座振替日は各期末の翌月 15日であったと説明しており、昭和 58年４月から

61 年４月までの期間の上記入出金記録では当該振替日に保険料が出金されている

のは 60 年 10 月 15 日以降となっていることから、申立期間の保険料は口座振替の

対象となっていなかったものと考えられるなど、申立人が申立期間の付加保険料を

納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12976（事案2491の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 42年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から42年３月まで 

私は、昭和 36 年４月頃に母に勧められ、区役所で国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付していた。37 年３月に婚姻した後は、夫婦二人分の保険

料を一緒に集金人に納付しており、元妻だけ単独で納付したことはない。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち昭和 37年３月から 42年３月までの期間に係る申立てについては、

申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、また、一緒に保険料を納付したとする元妻も申立期間の一

部は未納であるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらないほか、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された

42 年５月時点では、当該期間の過半は時効により保険料を納付することができな

い期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらないとして、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年１月８日付けで年金記

録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対して、申立人は、新たな資料として昭和42年度及び 45年４月から同年

６月までの期間に係る保険料の印紙検認記録がある上記手帳記号番号が記載された

国民年金手帳及び同年７月から同年９月までの期間に係る保険料の領収証書の写し

を提出しているが、これらは委員会の当初の決定を変更すべき新たな資料とは認め

られず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が、当該期間の保険料を納付していたものと認めることはできない。 

また、申立期間のうち、今回新たに追加で申立てをした昭和 36年４月から 37年

２月までの期間については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す



                      

  

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、上記の手帳記号番号払出時点では当該

期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、当該期間当時に申

立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

いなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12977 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49年４月から 50年５月までの期間及び 61年６月から平成３年２月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和49年４月から50年５月まで 

                          ② 昭和61年６月から平成３年２月まで 

 私の母は、私が大学を卒業後、厚生年金保険に加入するまでの間は、私の国民

年金保険料を納付してくれており、私が海外から帰国してから厚生年金保険に加

入するまでの間も保険料を納付してくれていた。申立期間①の保険料が未納とさ

れ、申立期間②が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付

に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ってくれて

いたとする母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況

が不明である。 

また、申立期間①は、申立人の国民年金手帳の記号番号は当該期間後の昭和 53 年

10 月から 54 年１月頃までに払い出されており、この払出時点では当該期間は時効

により保険料を納付することができない期間であり、当該期間当時に申立人に別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないほか、申

立人は母親が実家で保険料を納付してくれていたと説明しているが、当該期間のう

ち 49 年 12 月６日までの期間は申立人の住所は実家の住所とは異なっていることが

戸籍の附票で確認できるなど、申立人の母親が当該期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、申立期間②は、申立人が所持する再交付の印のある年金手帳の「国民年



                      

  

金の記録」欄には、申立期間前の国民年金被保険者資格の取得日が昭和 49 年４月１

日、喪失日が 50 年６月 10 日、次の取得日が 53 年５月１日、喪失日が 53 年 11 月

25 日、申立期間後の取得日が平成７年２月１日と記載されており、当該期間の得喪

記録は記載されていないことから、当該期間は国民年金の未加入期間として管理さ

れていることが確認でき、制度上、保険料を納付することができない期間であるな

ど、申立人の母親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案12978 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 10 年１月から同年５月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年１月から同年５月まで 

私は、厚生年金保険適用事業所を退職後に国民年金への切替手続を行い、再就

職するまでの期間の国民年金保険料を納付したはずである。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は申立期間の保険料の納付場所に関する記憶が曖昧

であり、申立人が申立期間当時に納付していたとする金額は当時の保険料額と相違

する。 

また、申立人は厚生年金保険適用事業所を退職後、平成 10 年１月頃に国民年金

への切替手続を行い、保険料を納付していたと説明しているが、申立期間直後の同

年６月 24 日に、申立人に対して「未加入期間国民年金適用勧奨対象者一覧」が作

成され、国民年金への加入勧奨が行われたことがオンライン記録で確認でき、この

加入勧奨時点では申立人の国民年金への切替手続は行われておらず保険料を納付す

ることができなかったほか、申立人は厚生年金保険適用事業所に再就職した後に申

立期間の保険料を遡って納付したとする記憶が曖昧であるなど、申立人が申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12979 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年４月から 48 年 12 月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和39年４月から47年３月まで 

             ② 昭和47年４月から48年３月まで 

             ③ 昭和48年４月から同年12月まで 

私は、結婚後の昭和 42 年頃に、何年か分の国民年金保険料を過年度納付し、

それ以後の保険料は現年度納付しており、保険料の免除申請をしたこともない。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続の時期、場所及び申立期間の

保険料の納付額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人は、結婚後の昭和 42 年頃に、何年か分の保険料を過年度納付し、

それ以後の保険料は現年度納付していたと説明しているが、申立期間③直後の 49

年１月から同年３月までの保険料は 51 年４月３日に過年度納付され、49 年４月か

ら 54 年３月までの保険料は現年度納付されていることが申立人が居住していた市

の国民年金被保険者名簿で確認できる一方、申立人の国民年金手帳の記号番号は申

立期間後の 49 年８月頃に払い出されており、この払出時点では申立期間の大半は、

第２回特例納付を除き時効により保険料を納付することができない期間であるほか、

当該払出時期は第２回特例納付の実施期間ではあるが、申立人は特例納付に関する

記憶が無く、申立人が申立期間の保険料を納付したとする市では特例納付の保険料

収納事務は行っていなかったと説明している。 

さらに、申立人は申立期間の保険料を納付書で納付したと説明しているが、上記

の市では納付書による現年度保険料の納付は申立期間②直後の昭和 48 年４月から

開始されており、申立内容と相違する。 



                      

  

加えて、申立人は上記の手帳記号番号が記載された国民年金手帳以外の手帳を所

持した記憶は無いと説明するなど、申立期間当時に申立人に別の国民年金手帳の記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12980 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59年４月から 61年４月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年４月から61年４月まで 

 私は、会社を退職した後の昭和 59 年４月に国民年金に加入し、その後の国民

年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は申立期間当時に居住していた区で保険料を毎月納

付していたと説明しているが、当該区における当時の納付頻度は３か月ごとであり、

申立人の説明と相違する。 

また、申立人は、昭和 59 年４月頃に国民年金の加入手続を行ったと説明してい

るが、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の 63年 12月から平成元年１

月頃までに払い出されており、この払出時点では申立期間は時効により保険料を納

付することができない期間であるほか、申立人は現在所持する年金手帳以外に別の

手帳を所持していた記憶が無く、申立期間当時に申立人に別の国民年金手帳の記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12981 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 17 年 10 月から 18 年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和56年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年10月から18年３月まで 

私は、学生納付特例期間及び平成 15 年５月の未納期間を除き、国民年金加入

期間の国民年金保険料は全て納付しており、申立期間の保険料はまとめて一括で

納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は共済組合から申立期間の国民年金への切替手続及

び保険料の納付額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人は平成 17年 12月末頃までに申立期間の保険料を一括して納付した

と思うと説明しているが、申立人に対して同年同月に初回の国民年金の加入勧奨が

行われ、19 年８月に最終の勧奨対象者一覧表（未加入期間国民年金適用最終勧奨

対象者一覧表）が作成されていることがオンライン記録で確認でき、申立期間は国

民年金の未加入期間と記録されており、制度上、保険料を納付することができない

期間であるほか、申立人は申立期間の保険料を当時居住していた住所地の区役所で

納付したと説明しているが、申立人が納付したとする時期は、保険料の収納事務が

市区町村から国に一元化された 14 年４月以降であることから、区役所では申立期

間の保険料を納付することができなかったなど、申立人が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12982 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 39年２月までの期間及び 42年４月から 45年３月ま

での期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和36年４月から39年２月まで 

② 昭和42年４月から45年３月まで 

日本年金機構のインターネットサービス「ねんきんネット」で「私の履歴整理

表」を作成したところ、学生期間は国民年金加入と記録されていた。国民年金に

加入していた記録となっているのであれば、私の父は、私の学生期間の国民年金

保険料を納付してくれていたはずなので、申立期間が国民年金に未加入で保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続、厚生年金保険

から国民年金への切替手続及び保険料の納付に関与しておらず、加入手続及び切替

手続を行い保険料を納付していたとする父親から当時の状況を聴取することができ

ないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、申立期間の大半の期間は、父親が居住する市とは別の市及び区

に居住していたことが戸籍の附票で確認でき、この期間は、父親が申立人の居住地

ではない市において申立人の保険料を納付することはできないほか、申立人の基礎

年金番号は申立人が昭和 39 年３月に厚生年金保険に加入したことにより払い出さ

れた記号番号であり、申立人に対して国民年金手帳の記号番号が払い出された記録

は無いことから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、制度上、保険料を納付

することはできない期間である。 

さらに、申立人は自身の国民年金手帳を見たことがないと説明しており、申立人

に国民年金手帳の記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない

など、父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当



                      

  

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

なお、申立人は、日本年金機構のインターネットサービス「ねんきんネット」に

おける｢私の履歴整理表｣に問題があるとしているが、年金記録確認第三者委員会は、

年金記録の訂正のための調査審議を行うものであり、このような年金記録以外の事

項を調査審議することを目的とするものではない。 



                      

  

東京国民年金 事案12985 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50年４月から 53年６月までの期間、54年４月から 55年３月まで

の期間、61 年４月から同年９月までの期間、62 年１月から同年３月までの期間、

平成元年９月、同年 12月、２年１月、同年３月、同年８月、同年 10月、３年３月、

４年２月、同年６月、同年 11 月から５年１月までの期間、同年４月、同年７月か

ら同年９月までの期間、６年１月から同年３月までの期間、同年８月から同年 10

月までの期間及び同年 12 月から７年３月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和50年４月から53年６月まで 

             ② 昭和54年４月から55年３月まで 

             ③ 昭和61年４月から同年９月まで 

             ④ 昭和62年１月から同年３月まで 

             ⑤ 平成元年９月 

             ⑥ 平成元年12月及び２年１月 

             ⑦ 平成２年３月 

             ⑧ 平成２年８月 

             ⑨ 平成２年10月 

             ⑩ 平成３年３月 

             ⑪ 平成４年２月 

             ⑫ 平成４年６月 

             ⑬ 平成４年11月から５年１月まで 

             ⑭ 平成５年４月 

             ⑮ 平成５年７月から同年９月まで 

             ⑯ 平成６年１月から同年３月まで 

             ⑰ 平成６年８月から同年10月まで 

             ⑱ 平成６年12月から７年３月まで 

    私の妻は、結婚後、いつ頃だったかは定かではないが夫婦一緒に国民年金に加



                      

  

入して以来、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付してきた。夫婦共に未納

になっている期間についても、保険料は全て納付してきたはずである。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

      申立人は、「私の妻は、結婚後、いつ頃だったかは定かではないが夫婦一緒に国

民年金に加入して以来、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付してきた。」と

述べており、国民年金手帳払出一覧表等によると、夫婦の国民年金手帳の記号番号

は、昭和43年５月頃に連番で払い出されていることが推認できる。 

しかしながら、夫婦の保険料を一緒に納付してきたとする申立人の妻の納付記録

は、申立期間の全てにおいて未納となっていることが確認できる。 

また、申立人は、「保険料の納付について、全て妻がやってきたので妻に聞いて

ほしい。」と述べており、申立期間の保険料の納付に関与しておらず、その上、夫

婦の保険料を一緒に納付してきたとする申立人の妻は、申立期間に係る保険料の納

付金額、納付方法及び納付場所の記憶が曖昧である。 

さらに、申立期間の回数は 18回にのぼり、申立期間の月数は全体で 86か月に及

んでいるが、このような多数かつ長期間において、行政側の記録管理に不備があっ

たとは考え難い。 

加えて、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無い。 

このほか、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12986 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年７月から 53年５月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年７月から53年５月まで 

    私の母は、私がＡ市で学生として在住していた昭和 46年又は 47年頃に私の国

民年金の加入手続を行った。母は、申立期間を含む 46 年７月から私が大学院を

卒業し就職した 56 年の春までの期間の私の国民年金保険料を納付してきたはず

である。申立期間当時、母は、会社を経営していたのでお金はあった。私は、申

立期間当時に住所をよく変えていたので、記録が無くなったものと思われる。申

立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の母は、昭和 46年又は 47年頃に私の国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料を納付してきたはずである。」と主張している。 

しかしながら、申立人の国民年金の手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出

簿によると、申立人が主張する昭和 46 年又は 47 年頃よりも後の 53 年７月に払い

出されていることが確認できる。また、申立期間当時、学生の国民年金への加入は

任意加入とされており、申立人に係る国民年金被保険者台帳（特殊台帳）によると、

資格取得年月日欄に「530616」、種別欄に任意加入であることを示す「２」がそれ

ぞれ記載され、53 年５月の欄に「新規取得」、同年６月から 54 年３月までの欄に

定額保険料の納付を示す「納」及び付加保険料の納付を示す「付」の印がそれぞれ

押されていることが確認できる。これらのことを踏まえると、申立期間は、申立人

が国民年金に加入していない期間であることが推認でき、当該加入していない期間

は、保険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立人は「大学あるいは大学院の時に下宿をよく変えていたので、記録

が無くなったものと思われる。」と述べているが、申立人の戸籍の附票によると、

申立期間のうち、昭和 49 年４月以降の申立人の住所が定められていた町村は、Ｂ



                      

  

県Ｃ町であり、前述の申立人の手帳記号番号が払い出された町村と一致しているこ

とが確認できる。 

その上、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、申

立人の国民年金の加入手続を行い保険料を納付したとする申立人の母親から当時の

事情を聴取することができないため、申立期間の保険料の納付状況等を確認するこ

とができない。 

加えて、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無い。 

このほか、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12987 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年２月から 61年９月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年２月から61年９月まで 

私は、勤務していた会社を退職した直後の昭和 59 年２月頃に、国民年金の加

入手続を行った。私は、加入後の申立期間の国民年金保険料を毎月納付してきた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金の手帳記号番号は、オンライン記録によると、申立期間より後

の平成４年９月頃に払い出されていることが推認できる。また、申立期間当時、申

立人に対して別の手帳記号番号が払い出された記録は確認できず、申立人は、現在、

前述の国民年金の手帳記号番号が記載された年金手帳及び厚生年金保険の記号番号

が記載され国民年金に関する記載の無い年金手帳以外に年金手帳を所持した記憶が

無いことなどから、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかが

わせる事情も見当たらない。これらのことを踏まえると、申立期間は、当該手帳記

号番号の払出しの時点において、時効により国民年金保険料を納付することができ

ない期間である。 

また、申立人は、「私は、会社を退職した直後の昭和 59 年２月頃、国民年金の

加入手続を行った。『手帳記号番号が払い出されたのは、平成４年９月頃であ

る。』との説明には納得できない。」と主張しているものの、申立人が所持する国

民年金の手帳記号番号が記載されている年金手帳には、あらかじめ「平成」の元号

が印字されていることから、当該手帳記号番号が平成になるより前の昭和の時期に

払い出されていないことが確認できる。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情は



                      

  

見当たらない。 

なお、申立人は、「年金手帳には昭和 59 年２月２日に国民年金番号を作成した

記録がある。」と述べているが、当該年月日は、国民年金の被保険者の 20 歳到達

や厚生年金保険の被保険者資格の喪失日等を基に国民年金の被保険者資格の取得日

が記載されているものであり、実際に国民年金の加入手続を行い保険料の納付を開

始した時点を表すものではない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12988 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年 12 月及び 43 年１月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年12月及び43年１月 

    私は、昭和 39年 11月に結婚したが、42年 12月に会社が倒産したことから、

経理の人に将来を考えたら国民年金保険料を納付しておいたほうがよいと言われ

て、43 年１月に国民年金の加入手続を行った。私は、申立期間に係る自身の保

険料と私の妻の分を一緒に納付した。しかし、妻の保険料のみが納付済みとされ

ている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 42 年 12 月に会社が倒産したことから、43 年１月に国民年金

の加入手続を行った。」と述べており、オンライン記録によると、申立人が勤務し

ていた会社は、42 年 12 月 25 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなり、申立人

が同日付けで厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳の記号番号は、オンライン記録によると、

申立人が国民年金の加入手続を行ったと主張する昭和 43年１月よりも後の 46年８

月頃に払い出されていることが推認できる。また、申立人の所持する国民年金手帳

における被保険者資格を記載する欄には、国民年金の被保険者資格を取得した日と

して 46 年８月１日と記載されていることが確認できる。その上、当該手帳記号番

号の払出しの時点より前に、申立人対して別の手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情は見当たらない。これらのことを踏まえると、申立期間は、当該

手帳記号番号の払出しの時点において、時効により保険料を納付することができな

い期間である。 

さらに、申立人は、「申立期間に係る自身の保険料は、妻の分と一緒に私が納付

した。妻の保険料のみが納付済となっているのは納得できない。」と述べている。

しかし、申立人の妻に係る国民年金被保険者台帳（特殊台帳）によると、昭和 42



                      

  

年 12月の保険料が同年 11月 16日に、43年１月の保険料が 42年 12月 21日にそ

れぞれ納付されていることが確認でき、一方、申立人は当該納付日よりも後の同年

12 月 25 日に厚生年金保険の資格を喪失していることから、厚生年金保険の被保険

者資格を喪失する前に、申立人に対して国民年金保険料の納付書が作成されたとは

考え難い。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12989 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56年７月から 61年９月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年７月から61年９月まで 

私は、昭和 56 年７月に厚生年金保険適用事業所を退職して婚姻し、しばらく

して友人から「夫が自営業の場合には、妻が自分で手続をして国民年金に加入す

る必要がある。」と教えられ、国民年金の加入手続を行った。その際に、窓口の

担当者に「今まで納めていなかった国民年金保険料を一括して納付したい。」と

の申出を行い、所持していた退職金で一括して納付した。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続の時期及び保険料の納付時期

に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の平成元年１月に払い出さ

れており、この払出時点では申立期間は時効により保険料を納付することができな

い期間である。 

さらに、申立人は、上記の手帳記号番号の払出時点で納付することが可能であっ

た申立期間直後の昭和 61 年 10 月から 63 年３月までの保険料を過年度納付してい

ることがオンライン記録で確認できるほか、申立人は現在所持する年金手帳以外の

手帳を所持していた記憶が無く、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12990 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年１月から 52 年３月までの期間、55 年 10 月及び同年 11 月の

国民年金保険料については、還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和51年１月から52年３月まで 

             ② 昭和55年10月及び同年11月 

    私は、年金記録確認第三者委員会に国民年金記録に係る確認の申立てを行い、

その口頭意見陳述の際に国民年金保険料を２回、重複納付していたことを知った。

年金事務所で自身の国民年金に関する記録を確認したところ、重複納付した保険

料は昭和 53年５月と 56年４月に還付されているとのことであったが、保険料の

還付手続を行った記憶は無い。 

申立期間の保険料が還付済みとされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、当該期間に申立人が居住していた区を管轄する社会保険

事務所（当時）に保管されていた還付整理簿には、申立人の当該期間の保険料が重

複納付されていたことを理由とし、申立人の国民年金手帳の記号番号、氏名、当該

期間当時の住所、還付金額、還付事由、還付決定日及び支払日が記載され、その還

付金額は当該期間の国民年金保険料額と一致しており、この記載内容に不合理な点

は無いほか、申立人の特殊台帳に記載されている還付期間、還付金額及び還付決定

日は上記整理簿の記載内容とも一致しているなど、申立人に対する保険料の還付を

疑わせる事情も見当たらない。 

申立期間②については、申立人の国民年金の特殊台帳には当該期間の保険料が重

複納付されていたことを理由として、還付期間、還付金額、還付決定日が記載され

ており、その還付金額は当該期間の保険料額と一致している。また、申立人は、上

記還付決定日の約５か月前に他県にある別荘に住所地を移しており、当該特殊台帳

には同別荘の住所が記載されているほか、その住所地を所管する市の「年金徴収リ

スト」では申立人が同住所地に住民登録をしていた昭和 55 年 11 月から 60 年３月



                      

  

までの保険料の大半は現年度納付されていることが確認できるなど、申立人に対す

る保険料の還付を疑わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認めることはできな

い。 



                      

  

東京国民年金 事案12991 

 

第１ 委員会の結論  

 申立人の平成元年３月から４年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年３月から４年３月まで  

    私は、平成元年３月に退職した厚生年金保険適用事業所の総務担当者に厚生年

金保険から国民年金への切替手続をするようにとアドバイスされ、同年４月に区

役所で国民年金の加入手続を行い、１か月ごとに国民年金保険料を納付していた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は、平成元年４月に国民年金の加入手続を行い、１

か月ごとに保険料を納付していたと説明しているが、申立人の基礎年金番号は申立

期間後の９年１月１日に付番され、申立期間の被保険者資格の取得及び喪失の記録

は、10年５月20日に追加されていることがオンライン記録で確認できることから、

この記録追加時点まで申立期間は国民年金の未加入期間であり、制度上、保険料を

納付することができない期間であった。 

また、申立人が所持する年金手帳には、厚生年金保険の記号番号は記載されてい

るものの、国民年金手帳の記号番号は記載されておらず、申立人はこの年金手帳以

外に別の手帳を所持していた記憶が無いと説明しているほか、申立期間当時に申立

人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない

など、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12992 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年３月から 50年９月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年３月から50年９月まで 

    私の母は、私が 20歳になった昭和 42年＊月頃に私の国民年金の加入手続を行

い 44 年頃までは区の集金人に、その後 60 年頃までは自宅に来ていた金融機関

職員に国民年金保険料を納付してくれていた。母は、加入当初から両親及び同

居の兄夫婦の保険料と一緒に私の保険料を納付してくれていた。 

両親及び兄夫婦の申立期間の保険料が納付済みとなっているのに、私の申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付

に関与しておらず、加入手続及び保険料の納付をしていたとする母親から当時の納

付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 52年 10月末時点で

は、申立期間の大半は時効により保険料を納付することができない期間であり、こ

の払出時点では 50 年７月以降の保険料を過年度納付することが可能であるが、申

立人は、母親から遡って保険料を納付していたことを聞いた記憶は無いほか、申立

期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらないなど、母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12993 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 10 年 10 月から 13 年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年10月から13年３月まで 

私は、平成 10 年８月に厚生年金保険適用事業所を退職した後に国民年金の加

入手続を行ったが、経済的事情で国民年金保険料は納付していなかった。平成

12 年 11 月頃に未納期間の保険料の納付を促す通知を受け取った時点では 10 年

８月及び同年９月の保険料は時効のため納付することができなかったが、その後

の未納となっていた期間の過年度保険料及び毎月納付する現年度保険料を一緒に

それぞれ１か月分ずつ金融機関で納付していた。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は、未納となっていた期間の過年度保険料及び毎月

納付する現年度保険料を一緒にそれぞれ１か月分ずつを毎月、金融機関で納付して

いたと説明しており、申立人は、平成13年度分及び14年度分の過年度保険料を平成

15年５月以降おおむね毎月納付するとともに、同年同月以降の現年度保険料を上記

過年度保険料と同一日に一緒に納付していることがオンライン記録で確認できる一

方、申立期間直後の13年４月から同年６月までの保険料を15年５月に過年度納付し

た時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は、平成12年11月から毎月保険料を納付していたと説明しているが、

申立期間当時に申立人が居住していた市が作成した平成12年度及び13年度の「国民

年金被保険者収滞納一覧表」の「収納累計額」欄には「０」と記載されており、申

立人が平成12年11月から14年３月までの期間の保険料を現年度納付していた記録は

確認することができないことなどから、申立人が納付を開始した時期は12年11月頃

ではなく、15年５月と考えることが合理的であるなど、申立人が申立期間の保険料



                      

  

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12994  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年７月から 50年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和48年７月から50年３月まで 

私の父は、私が大学在学中で20歳となった昭和48年＊月に私の国民年金の加入

手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた。父から、加入当初からの保

険料として２万円か３万円を遡って納付したと聞いている。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付

に関与しておらず、加入手続及び保険料の納付をしていたとする申立人の父親から

申立期間当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明であ

る。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 52 年１月に払い出

されており、この払出時点では申立期間の過半は時効により保険料を納付すること

ができない期間であるほか、申立人は父親から加入当初からの申立期間の保険料と

して２万円か３万円を納付していたと聞いていると説明しており、２万円は当該期

間の保険料額とおおむね合致するものの、３万円は、申立人が所持している申立期

間直後の 50 年４月から 51 年３月までの期間及び同年４月から 52 年３月までの期

間の保険料を同年２月 21 日に納付している２枚の領収証書の合計額と一致してお

り、当該領収証書の納付時点では、申立期間の大半は時効により保険料を納付する

ことができない期間である。 

さらに、申立人は、昭和 49年 11月以降に全国的に使用されるようになったオレ

ンジ色の年金手帳以外に、別の手帳を所持していたことはないと説明しており、申

立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事



                      

  

情も見当たらないなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案12995  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55年８月から 58年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和55年８月から58年３月まで 

私の母は、私が大学在学中で20歳となった頃に市役所から私宛てに送付された

国民年金への加入を促す書類を持って加入手続を行い、私が卒業するまでの国民

年金保険料を父の預金口座から口座振替で納付してくれていた。申立期間が国民

年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付

に関与しておらず、加入手続及び父親の預金口座から保険料の口座振替手続を行っ

たとする母親は、加入手続の時期、保険料の口座振替手続及び納付額に関する記憶

が曖昧である。 

また、申立人の所持する年金手帳には、国民年金の「初めて上記被保険者となっ

た日」が申立期間後の「平成４年１月１日」と記載されていることから、申立期間

は国民年金の未加入期間であり、制度上、保険料を納付することができない期間で

あるほか、申立人は申立期間当時に大学生であり、国民年金の任意加入適用期間で

あったことから、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成４年２月か

ら同年７月までの時点では、申立期間に遡って加入し、保険料を納付することはで

きない。 

さらに、母親が申立人と同様に20歳の頃に国民年金の加入手続を行い、保険料を

納付していたと説明している申立人の妹は、申立人と同様に学生期間は国民年金の

未加入期間であることがオンライン記録で確認できるほか、申立期間当時に申立人

に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないな

ど、母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た



                      

  

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案13000 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年９月から 48年９月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年９月から48年９月まで 

    私は、昭和 42 年頃に市役所で国民年金の加入手続を行い、加入時点で遡って

国民年金保険料をまとめて納付し、加入後は送付された納付書で保険料を納付

していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は、昭和 42 年頃に市役所で国民年金の加入手続を

行い、加入時点で遡って保険料をまとめて納付し、加入後は送付された納付書で保

険料を納付していたと説明しているが、申立人が当時居住していた市の納付書によ

る現年度保険料の収納は 45 年７月からであり、当時の納付方法と相違しているほ

か、申立人は、加入後の保険料の納付場所、納付頻度及び納付額に関する記憶が曖

昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 51 年１月頃に払い

出されていることが確認でき、当該払出時点で過年度納付することが可能であった

48 年 10 月以降の保険料は納付済みと記録されている一方、申立期間の保険料は時

効により納付することができなかったほか、申立人は上記手帳記号番号が記載され

た年金手帳以外に別の手帳を所持していた記憶は無いと説明しており、申立期間当

時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

なお、申立人は、昭和 42 年頃に市役所で国民年金の加入手続を行った際に加入

前の期間について５年間は遡って納付することができると言われ、保険料を 37 年

５月まで遡って納付したので、申立人が所持する年金手帳の国民年金の「はじめて



                      

  

被保険者となった日」欄に 37 年５月１日と記載されたと説明しているが、当該事

項は国民年金の被保険者資格を取得した日であり、実際に国民年金の加入手続を行

った日や保険料を納付した時点を示すものではない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案13001 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55年４月から 56年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年４月から56年３月まで 

 私は、厚生年金保険適用事業所を退職後、国民年金は強制加入のため国民年金

に加入し、国民年金保険料を納付していた。婚姻後は任意加入となったので、何

か月かは納付していなかったが、後からまとめて数か月分の保険料を納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は婚姻前の保険料の納付額及び納付場所に関する記

憶が曖昧である。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、婚姻後の昭和 56年 11月に払い出さ

れていることが確認でき、当該払出時点で現年度納付が可能であった同年４月以降

の保険料は納付済みである一方、申立人は婚姻前である申立期間の保険料を過年度

納付した記憶は定かでないほか、申立人は上記手帳記号番号が記載された年金手帳

以外の手帳を所持していた記憶は無く、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案22947 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認める

ことはできない。 

また、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成９年３月１日から10年12月31日まで 

             ② 平成10年12月31日から13年４月１日まで 

Ａ社に在職した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額の記録が

遡って減額訂正されているので、実際の給与額に見合った標準報酬月額に訂正して

ほしい。また、申立期間②の厚生年金保険被保険者記録が無いが、同社には平成13

年３月まで勤務し給与から厚生年金保険料が控除されていたので、当該期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額については、

当初、59 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなく

なった日（平成 10 年 12 月 31 日）の後の平成 11 年１月８日付けで、遡って９万

2,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、同社の代表取締役に就任しており、

申立期間①及び上記減額訂正処理日においても同職にあったことが確認できる。 

また、申立人は、平成９年頃からＡ社の経営が悪化しはじめ、国税や社会保険料

の支払が滞り、次第に滞納額が増加していく状況において、社会保険事務所（当

時）の担当者から滞納保険料について全額精算できる方法があると説明を受け、そ

の書類に印鑑を押した記憶がある旨供述している。 

以上のことから、申立人の標準報酬月額減額訂正に係る上記の処理は、Ａ社の厚

生年金保険料を含む社会保険料滞納の解消を図ることを目的として行われたもので

あると考えられ、申立人は、同社の代表取締役として、これら社会保険の届出等に



 

関する権限及び責任を有しており、申立期間①に係る当該標準報酬月額の減額処理

に同意していたものと認められる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任を負

っている代表取締役として、自らの標準報酬月額に係る記録の訂正処理の無効を主

張することは信義則上許されず、申立人の申立期間①における厚生年金保険の標準

報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

２ 申立期間②について、Ａ社の商業登記簿謄本、申立人の平成 12 年分確定申告書控

え、同社の平成 10年分及び 11年分法定調書合計表控えから、申立人は、当該期間も

同社の代表取締役に就任していたことが認められる。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社は、

平成 11年１月８日の処理にて、10年 12月 31日付けで厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっている上、当該処理日と同日に、申立人の健康保険被保険者証が返納さ

れた旨記録されているほか、申立期間②において、同社が新たに適用事業所となっ

た事実は見当たらない。 

また、上記平成 12 年分確定申告書控えでは、社会保険料控除欄が空白となってお

り、厚生年金保険料が控除されていなかったことが確認できる。 

さらに、Ａ社において平成 10年 12月 21日まで厚生年金保険の被保険者資格を有

していた監査役（平成８年 10 月９日就任、10 年 10 月８日辞任）及び経理担当者に、

申立期間②当時における勤務状況、厚生年金保険適用状況及び保険料控除の実態等

について照会を行ったが回答が無く、確認することができなかった上、同社から委

託を受け税務申告書等の作成を行っていた税理士も、当該期間に係る資料を既に処

分しており、これらの状況について不明である旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立人）は、当該事業主

が厚生年金保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であった

と認められる場合については、記録訂正の対象とすることはできない旨規定されてお

り、仮に、当該期間に事業主により給与から厚生年金保険料が控除されていたとして

も、代表取締役であった申立人は、上記のとおり特例法第１条第１項ただし書の規定

に該当する者と認められることから、特例法に基づく記録訂正の対象とすることはで

きない。 



 

東京厚生年金 事案22948 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①から④までについて、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和45年７月１日から50年７月31日まで 

             ② 昭和55年４月１日から63年３月31日まで 

             ③ 昭和63年４月１日から平成13年12月31日まで 

             ④ 平成14年２月１日から18年３月31日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①、Ｂ社に勤務した申立期間②、Ｃ社に勤務した申立期

間③及びＤ社に勤務した申立期間④の厚生年金保険の加入記録が無い。 

それぞれの事業所に勤務し、給与から厚生年金保険料が控除されていたので、申

立期間①から④までについて、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｅ社の元代表取締役の供述、Ｆ省職員生活協同組合の保管資

料、Ｇ社の商業登記簿謄本及び申立事業所に関する申立人の供述から判断すると、勤

務期間は特定できないが、申立人は、申立期間①の頃にＧ社に勤務していたものと考

えられる。 

しかし、申立人が勤務していたとするＡ社又はＧ社は、オンライン記録及び適用

事業所検索システムによると、厚生年金保険の適用事業所となった記録が確認でき

ない。 

なお、Ｇ社の商業登記簿謄本によると、平成８年３月＊日付けで、同社は、Ｅ社

に組織変更し解散と記録されており、オンライン記録から、Ｅ社が厚生年金保険の

適用事業所となった日は９年８月１日であることが確認できる。 

また、Ｇ社の当時の事業主は既に死亡しており、Ｅ社は平成 13 年７月＊日に解散

している上、６年１月７日付けで就任した元代表取締役（当該事業主の子）は、同

社が加入していたＨ商業組合から、９年８月１日付けで厚生年金保険に強制的に加

入させられたが、それ以前の申立期間①における申立人は、被保険者には該当しな



 

いと思う旨供述している。 

さらに、Ｇ社は、Ｈ職員生活協同組合が保管する資料（「Ｈ生協売店配置の変

遷」及び同社が当該組合に提出した「中途解約申請書」と題する書面）により、昭

和 37 年５月から平成 13 年６月 15 日まで当該組合内に出店していたことが推認でき

るが、申立期間①における厚生年金保険料の控除等については確認することができ

なかった。 

加えて、Ａ社又はＧ社に係る申立人の雇用保険の加入記録も存在しない。 

２ 申立期間②について、勤務期間は特定できないが、申立人が申立期間②の頃にＢ社

に勤務していたことは、同社代表取締役の供述及び雇用保険の加入記録（一部期間）

から推認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ｂ社は、平成９年８月１日に厚生年金

保険の適用事業所となっており、申立期間②当時は適用事業所ではなかったことが

確認できる。 

また、Ｂ社の代表取締役は、「申立人は、在職当時に経理業務を担当しており、

会社が厚生年金保険に加入していなかったことを知っていたと思う。」と供述して

いる。 

３ 申立期間③について、Ｃ社の商業登記簿謄本により、申立人は、同社成立の日（昭

和 62年４月 15日）に取締役に、また、平成４年９月１日には、もう一人の代表取締

役に就任していることが確認できる。 

また、雇用保険の加入記録では、Ｃ社における申立人の被保険者期間は、昭和 62

年４月１日から平成５年６月 30 日までの期間及び 10 年 10 月１日から 11 年８月 31

日までの期間とされており、申立期間③の一部期間が含まれている。 

しかしながら、Ｃ社は、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、

厚生年金保険の適用事業所となった記録が確認できない。 

また、上記商業登記簿謄本に記載されている当初からの代表取締役に、Ｃ社にお

ける厚生年金保険の適用状況及び保険料控除の事実等について照会を行ったが、回

答を得ることができなかった。 

４ 申立期間④について、雇用保険の加入記録では、Ｄ社における申立人の被保険者期

間は、平成 12 年４月３日から 16 年６月 30 日までの期間とされており、申立期間④

の一部期間が含まれている。 

しかしながら、Ｄ社は、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、

厚生年金保険の適用事業所となった記録が確認できない。 

また、Ｄ社の商業登記簿謄本によると、同社は破産のため既に閉鎖されている上、

破産管財人となった弁護士は当時の資料を保管しておらず、厚生年金保険の適用や

保険料の控除等について不明である旨供述しており、また当該登記簿謄本に記載さ

れている代表取締役に、同社における厚生年金保険の適用状況及び保険料控除の事

実等について照会を行ったが、回答を得ることができなかった。 

５ 以上の申立期間①から④までにおけるそれぞれの個別事情に加えて、当委員会では、



 

本件受付後、各申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の加入状況等について確認

するため、申立人に繰り返し照会を行ったものの、それに対する申立人からの回答は

無く、各申立期間当時の当該状況及び周辺事情等を確認することができないことから、

現在までに判明している資料等から判断せざるを得ない。 

また、申立人は、厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる各申立期間

に係る給与明細書等の資料を保管していない上、当時の同僚等の氏名も記憶してい

ないことから、申立人の各事業所における勤務状況や厚生年金保険の加入状況等に

ついて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①から④までにおける厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から④までに係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案22949 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年６月１日から10年９月30日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬額に

見合う標準報酬月額より低くなっている。確認できる資料は無いが、申立期間の給与

は47万円と記憶しているので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額については、

平成９年５月までが 47万円であるところ、同年６月の随時改定により 12万 6,000円に

減額されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は既に閉鎖しており、同社の元事業主は申立期間当時の資料を保

管していない上、申立人も給与明細書等を保有していないことから、申立期間における

報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認することができない。 

また、オンライン記録から、申立期間当時、Ａ社において厚生年金保険に加入してい

る複数の従業員は、申立人と同様に 60 歳到達後に標準報酬月額が大幅に減額されてい

ることが確認できる。 

このことについて、Ａ社における申立期間当時の複数の総務及び経理の担当者は、60

歳の定年を過ぎて継続雇用を希望する従業員の給与及び降給開始時期を事業主の裁量に

より決める会社の取扱いがあった旨供述している。 

さらに、Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金から提出された申立期間の申立人に係る

標準報酬月額に関する届書の写しによると、申立人の標準報酬月額は、オンライン記録

と同じく、平成９年６月から 12 万 6,000 円と記録されており、加入員資格の喪失時ま

で変更されていないことが確認できる上、同社が加入していたＣ健康保険組合からの回

答でも、申立人の申立期間における標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と

一致している。 



 

加えて、オンライン記録では、申立人の標準報酬月額が遡って訂正が行われる等の不

自然な処理は見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案22956 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年11月１日から９年10月14日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の報酬月額と相違してい

る。当時の給料台帳を提出するので、標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初、平成８

年11月から９年５月までは 59万円、同年６月から同年９月までは53万円と記録されていた

が、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年10月14日付けで、同年２月及び同年

６月の随時改定並びに同年 10 月の定時決定の記録が取り消され、８年 11 月に遡って９万

2,000 円と記録されたことが確認できる。また、申立人が提出した同社の給料台帳から、申立

人の申立期間の報酬月額は、44万円から76万円程度であったことが確認できる。 

しかし、Ａ社の商業登記簿謄本では、申立人は、標準報酬月額の訂正・取消処理が行われた

平成９年10月14日には、同社の代表取締役であったことが確認できる上、申立人は、自身が

同社の厚生年金保険手続を担当していたと回答している。 

また、Ａ社に係る滞納処分票は確認することができなかったが、申立人は「申立期間当時は、

社会保険料の滞納が１年分ぐらいあったと思う。」と供述している。 

さらに、申立人は、標準報酬月額の記録の訂正については、自身が、社会保険事務所（当

時）の担当者に、滞納している社会保険料について分割して納付することを申し出たが受け入

れられず、最終的には標準報酬月額を引き下げることにより滞納金額を清算した旨供述してい

る。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの標準報酬

月額に係る記録訂正に同意しながら、当該標準報酬月額の減額処理が有効なものではないと主

張することは信義則上許されず、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録の訂正を認める

ことはできない。 



 

東京厚生年金 事案22957 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年７月１日から62年９月16日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に契約社員として勤務していた申立期間の厚生年金保険の標

準報酬月額が、報酬月額に見合う標準報酬月額より低くなっている。また、申立期間

に係る同社の労働時間はシフト制により決められており、報酬月額は 25 万円から 26

万円になるように調整されていた。確認できる資料は保有していないが、調査して申

立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に契約社員として勤務していた申立期間の報酬月額はシフト制により

25 万円から 26 万円になるように調整されており、標準報酬月額は、その実際の報酬月

額に見合う標準報酬月額より低い額であると主張している。 

しかし、Ｂ社は申立期間当時の賃金台帳等を保存しておらず、総支給額及び保険料控

除額について確認できない旨供述している上、同社が保存している申立人に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿の記録（以下「事業所の記録」という。）は、Ａ社に係る

事業所別被保険者名簿及びオンライン記録（以下「国の記録」という。）と一致してい

ることが確認できる。 

また、Ｂ社の総務担当者は、申立人を含む契約社員に係る標準報酬月額について、資

格取得時は残業手当を加算せずに届出し、定時決定時には残業手当を加算して届出して

いたとしているところ、申立人と同日にＡ社において厚生年金保険被保険者資格を取得

し、申立人と同一業務に従事した従業員３人の標準報酬月額に係る事業所の記録及び国

の記録は、いずれも申立人と同額（昭和 60年７月１日資格取得時 17万円、61年 10月

１日定時決定時22万円）であることが確認できる。 

さらに、国の記録には、申立人に係る標準報酬月額の記載内容に不備な点は無く、遡

って標準報酬月額の訂正が行われる等の不自然な処理は見当たらない。 



 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案22961 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年８月16日から42年９月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。 

申立期間は、Ａ社の正社員として鮮魚部に所属し、Ｂ事業所で仕入れを担当してお

り、申立期間の給与から厚生年金保険料を控除されていたので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ社に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、昭和 48 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ており、申立期間当時の事業主及び事業主代理人は、既に死亡又は連絡先不明であるこ

とから、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の給与からの控除につい

て確認することができない。 

また、申立人はＡ社の鮮魚部に所属し、Ｂ事業所で一緒に勤務したとする同僚の姓を

記憶しているが、当該同僚の連絡先は不明としていることから、申立期間に同社におい

て厚生年金保険の加入記録が確認できる同姓の従業員一人に、申立人の申立期間に係る

勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて照会したところ、当該従業員は、申立人が

Ｂ事業所で仕入れを担当していたことは記憶しているものの、厚生年金保険の取扱いに

ついては不明であるとしている。 

さらに、申立期間にＡ社の社会保険担当であったとする従業員は、正社員は入社と同

時に厚生年金保険に加入させていたとしているところ、上記の従業員は、申立人が同社

の正社員であったかは分からないとしている。 

加えて、申立期間にＡ社において厚生年金保険の加入記録が確認できる従業員のうち、

前述の社会保険担当者及び従業員の二人を除き、連絡先の判明した 46 人に、申立人の

申立期間に係る勤務実態及び同社における厚生年金保険の取扱いについて照会したが、



 

回答のあった 24 人はいずれも不明であるとしていることから、確認することができな

い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案22962 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和45年６月24日から46年４月１日まで 

② 昭和49年11月15日から50年５月９日まで 

Ａ社Ｂ支店にＣ職として勤務していた申立期間①及びＤ社（現在は、Ｅ社）に乗務

員として勤務した申立期間②の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬月額に見合う標

準報酬月額より低く記録されているので、申立期間①及び②の標準報酬月額を、正し

い記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額が報酬月額に見合う標準報酬月額よりも低い

と申し立てている。 

  しかし、Ａ社Ｂ支店は、申立人に係る昭和 45年分及び 46年分の所得税源泉徴収簿

兼賃金台帳を保有しており、当時は翌月控除であったとしているところ、当該資料に

より確認できる申立期間①の報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額は、報

酬月額及び保険料控除が確認できない 46 年３月を除き、オンライン記録の標準報酬

月額と比較して、同額又は低額であることが確認できる。 

  また、申立人のＡ社Ｂ支店に係る厚生年金保険被保険者原票の標準報酬月額の記載

内容に不備な点は無く、標準報酬月額が遡って訂正が行われる等の不自然な処理は見

当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

２ 申立人は、申立期間②の標準報酬月額が報酬月額に見合う標準報酬月額よりも低い

と申し立てている。 

  しかし、Ｅ社は、Ｄ社の賃金台帳等の資料を保管していないことから、申立人の申



 

立期間②に係る給与からの厚生年金保険料控除額について確認することができないと

している。 

  また、Ｅ社が保有する申立人に係る「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認

および標準報酬決定通知書」に記載されている標準報酬月額は、オンライン記録の標

準報酬月額と一致していることから、同社は、申立期間②について、申立人の主張す

る標準報酬月額に基づく保険料は控除していないとしている。  

  さらに、Ｄ社に係る事業所別被保険者名簿により、申立人と同じ昭和 49年 11月に

同社において厚生年金保険の被保険者資格を取得した従業員のうち、連絡先の判明し

た 19 人に、申立期間②当時の給与明細書の保管の有無について照会したが、回答の

あった９人は、いずれも給与明細書を保管していないとしている。 

  加えて、上記事業所別被保険者名簿には、申立人に係る標準報酬月額の記載内容に

不備な点は無く、標準報酬月額が遡って訂正が行われる等の不自然な処理は見当たら

ない。 

  このほか、申立期間②における申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料の控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案22965 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和22年７月１日から23年７月１日まで 

             ② 昭和26年10月１日から同年12月26日まで 

    厚生年金保険の加入状況を年金事務所に照会したところ、Ａ社に勤務していた期間

のうち、申立期間①及び②の加入記録が無い。当該期間についても、同社に勤務して

いたことは間違いないので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録によれば、Ａ社において、昭和 22 年５月１日に厚生年金

保険の資格を取得し、同年７月１日に資格を喪失した後、26 年 12 月 26 日に同社にお

いて再度、資格を取得しているところ、同社を一度退職したのは 23 年６月頃であり、

また、同社に再度入社したのは 26年 10月頃であるので、申立期間①及び②についても

同社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、既に適用事業所でなくなっており、また、事業主も連絡先不明であ

るところ、同社に係る商業登記簿謄本で確認できる有限責任社員２名のうち、連絡の取

れた１名は、同社は昭和 43 年頃に倒産したため、当時の従業員に関する資料を保有し

ていないことから、申立人の同社在籍期間や厚生年金保険料の控除等については確認で

きないとしている。 

また、申立人は、当時のＡ社における社会保険事務担当者や上司及び同僚の氏名を

14 名記憶しているところ、連絡の取れた１名の同僚は、申立人が同社に在籍していた

ことは覚えているが、その勤務期間については記憶に無いとしており、申立期間①及び

②において申立人が勤務していたことは確認ができない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で申立人と同じ昭和 26 年 12

月 26 日に厚生年金保険の資格を取得していることが確認できる従業員２名のうち、連

絡の取れた１名は、同社における在籍期間と厚生年金保険被保険者期間は一致している



 

と供述している。 

なお、申立人は、社会保険事務所（当時）の職員が記したとする申立人の申立期間①

及び②を含む厚生年金保険被保険者期間についてのメモ書き（昭和 53 年９月 12 日付

け）を提出しているが、当該メモ書きには、申立人の署名及び捺
なつ

印はある一方で、社

会保険事務所の職員が記載したことを確認できる記載は無く、記載されているＡ社以外

の４つの厚生年金保険の被保険者期間のうち、２つの期間についても、同社の期間と同

様にオンライン記録と一致していないことが確認できる上、オンライン記録で確認でき

る被保険者期間のうち、３つの被保険者期間について、当該メモ書きに記載が無いこと

から、当該メモ書きは、社会保険事務所の職員が記載又は確認したものとは認められず、

また、その記載内容を確認できる資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における勤務及び厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案22966 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和29年２月１日から31年11月１日まで 

         ② 昭和32年４月10日から34年10月30日まで 

年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを

知った。しかし、脱退手当金を受給した記憶は無いので、調査をして脱退手当金の支

給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を退職後、申立人の退職後も同社に勤務していた夫を通じて、脱退手

当金の申請手続を同社に依頼したが、受給はしていないと申し立てている。 

しかしながら、申立期間に係る脱退手当金は、オンライン記録においては、申立期間

①及び②を対象に、昭和 35年４月 18日に支給決定されたことになっており、また、申

立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、申立期間に係る脱退手当金が支給決

定されたとする 35 年４月 18 日に近接した同年２月 11 日に、脱退手当金の算定のため

に必要となる標準報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答した

ことが記録されているとともに、申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金の支給されたことを意味する

「脱」の表示が記されている上、当該脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、支給

も申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 34 年 10 月 30 日から

約５か月後に決定されているなど、当該脱退手当金の支給に係る一連の事務処理に不自

然さはうかがえない。 

さらに、申立人が脱退手当金を支給されたとする昭和35年当時は、他年金との期間通

算制度が無く、厚生年金保険被保険者は、20年以上の被保険者期間が無ければ、年金は

受給できなかったのであるから、当時、厚生年金保険被保険者期間が約５年しかない申

立人が、当該脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から脱退

手当金について聴取しても、受給した記憶が無いというほかに、受給していなことをう



 

かがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案22967 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和46年11月頃から同年12月６日まで 

             ② 昭和47年１月19日から同年５月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に昭和 46年 11月頃から 47年４月 30日まで継続勤務してい

た。日本年金機構の記録においてＡ社での厚生年金保険被保険者期間が 46年 12月の

１か月だけとなっていることに納得がいかない。申立期間①及び②について厚生年金

保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、勤務及び厚生年金保険料控除を証明するものは所持していないが、Ａ社に

おいて申立期間①及び②を含む昭和 46年 11月頃から 47年４月 30日まで継続して勤務

していた旨を主張している。 

しかしながら、オンライン記録及びＡ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立

人の同社における厚生年金保険の資格取得日は申立期間①の最終日である昭和 46 年 12

月６日、また、資格喪失日は申立期間②の初日である 47年１月 19日と記録されている

ことが確認できる。しかも、申立人の同社における雇用保険の資格取得日及び離職日は、

当該厚生年金保険の記録と符合している。 

また、Ａ社の承継会社であるＢ社は、当時の資料が残っていないため、申立人の勤務

状況や厚生年金保険の取扱いについては不明であるとしている。 

さらに、申立人は申立期間①及び②当時の同僚及び上司の名前を記憶していないこと

から、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立期間①及び②に同社において厚生年

金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照会したところ、申立人を記憶

している者がいないことから、これらの者から、申立人の同社における勤務状況及び厚

生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における勤務及び厚生年金保険料の控除について確認で



 

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案22970 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年４月１日から同年６月10日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。Ｃ地方第三者委員会から照会があった同僚とは同期入社だったと記憶しているので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ地方第三者委員会に申立てを行った同僚は、「申立人とは昭和 31 年３月に同じ高校を卒

業し、Ａ社には同年４月に同期で入社した。」と回答し、また、昭和 30 年４月に、申立人と

同様に高校卒業後、新卒入社したとする従業員は、「申立人は、私の１年後に入社し、営業見

習として配達をしていた。」旨供述していることから、申立人が申立期間に同社に勤務してい

たことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社の総務担当者は、「申立期間当時は、試用期間の取扱いもあり、入社日

と厚生年金保険の加入日は同じではない。また、当時の厚生年金保険料の控除が確認できる資

料は保有していない。」と回答しており、総務前任者は、「申立期間当時は、入社後３か月程

度は試用期間であり、その期間は社会保険に加入させていない。試用期間経過後に社会保険に

加入させており、試用期間は、給与から保険料を控除していない。」旨供述している。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、上記従業員も、自身が入社

したとする日（昭和 30年４月）よりも後の昭和30年７月 21日に資格を取得していることが

確認できることから、同社においては、入社から一定期間経過後に厚生年金保険に加入させて

いたことがうかがえる。 

さらに、申立人と同様に昭和 31 年４月１日付けでＡ社に入社したとする複数の従業員は、

上記被保険者名簿によると、同年６月10日に資格取得していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年金

保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案22971 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年８月31日から平成９年６月１日まで 

私が勤務していたＡ社、Ｂ社及びＣ社は、申立期間当時、厚生年金保険の適用事業

所となっていないが、給与から保険料が控除されていたはずなので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社、Ｂ社及びＣ社（以下「Ｃ社等」という。）は、商業登記簿謄本により同一の法

人であることが確認できるところ、申立期間当時、Ｃ社等に勤務していた従業員の供述

により、申立人は申立期間にＣ社等に勤務していたことは推認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和57年８月 31日に厚生年金保険の適

用事業所ではなくなっており、Ｃ社は、平成９年６月１日から厚生年金保険の適用事業

所になっていることから、Ｃ社等は申立期間に適用事業所となっていないことが確認で

きる。 

また、申立期間当時、上記商業登記簿謄本により、Ｃ社等の代表取締役であった２名

は、「申立期間当時の保険料控除については、不明である。」旨供述しており、社会保

険事務担当者は既に死亡しているため、申立人に係る厚生年金保険料控除について確認

することができない。 

さらに、Ｃ社等の従業員は、給与明細書等の保険料控除を確認する資料を保有してい

ないことから、申立期間に給与から厚生年金保険料控除があったことを確認することが

できない。 

加えて、申立人は、上記商業登記簿謄本によると、昭和 60 年７月１日に取締役に就

任し、平成４年11月16日から現在まで代表取締役であることが確認できる。 

また、上記代表取締役２名は、「申立期間について、会社の実権は申立人が持ってい

た。」旨供述しているところ、申立人は、「昭和57年８月 31日以降については、社会



 

保険料と消費税の滞納があり対応に苦慮していた。申立期間について、会社の経営を立

て直しており、一部期間について、元妻に代表取締役をさせていた。また、平成９年６

月前後に会社の経営が安定してきたので、社会保険に再度加入するようになった。」旨

を供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

一方、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判断しているところ

であるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立人）が、当該事業主が

厚生年金保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認

められる場合については、記録訂正の対象とすることはできない旨規定されている。 

このため、仮に、申立人が申立期間の厚生年金保険料を給与から控除されていたと認

めることができたとしても、申立人は、上記のとおり特例法第１条第１項ただし書に規

定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと

認められる場合」に該当することから、記録訂正を行うことはできない。 



 

東京厚生年金 事案22985 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年10月12日から58年５月１日まで 

給与収入を多く得たいと思い、Ａ社に転職した。同社での手取りは14万円から16万

円はあったのに、標準報酬月額が約半分になっているのは納得いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務した申立期間の標準報酬月額が、実際の給与額の約半分になっ

ていると申し立てているところ、申立人と同じ同社分室に勤務し、データ入力に従事し

ていた同僚（標準報酬月額は申立人と同額の８万円）は、「私の給与月額は手取り14万

円から16万円で、申立人と同じくらいだと思う。」としている。 

また、申立期間前後に厚生年金保険被保険者資格を取得した従業員のうち、申立人と

同じＡ社分室に勤務していたと思われる25人に照会した結果、回答のあった10人は、自

身の当時の給与月額について、７人は10万円以上（標準報酬月額は二人が８万円、５人

が８万6,000円）、一人は10万円以下（標準報酬月額は８万6,000円）、二人は記憶して

いないと回答している。 

さらに、事業主は、「Ａ社の人事給与処理は、全てＢ社で行っており、標準報酬月額

の設定は、採用時には個々の経験・能力等を勘案し、低い額で決めていた。」と供述し

ている。 

加えて、Ｂ社において、Ａ社及びＢ社の両社の給与事務を一括して処理を行っていた

とする総務担当責任者は、「従業員の大部分を占めるキーパンチャーの給与は最低保障

の基本額と歩合給だった。キーパンチャーの仕事には繁閑期があり、閑散期に控除額が

多くならないように配慮し、標準報酬月額は最低保障の基本額で設定し、保険料を控除

していた。」と供述していることから、申立人の標準報酬月額についても、ほかの従業

員と同様に実際の給与額より低く届出されていたことが推認できる。 

また、申立人はその主張する標準報酬月額に基づく保険料控除が確認できる給与支給



 

明細書等を所持しておらず、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、

事業主は、「保険料控除が確認できる人事給与関係資料は、平成21年３月Ｂ社の解散と

ともに破棄された。」と供述しており、申立人に係る賃金台帳等の資料は保存されてい

ないことから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除額を確認できない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


